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☆ 海外向け生活関連商品売り込み商談会事前マッチング型…京都商工会議所 

☆ 新型コロナウイルス感染症離職者採用支援事業費補助金…京都府  

☆ 雇用調整助成金の特例措置を延長…厚生労働省 

☆ 日商簿記検定 3 級試験対策講座…城南地域職業訓練センター 

産業交流スペース「うじらぼ」が産業会館１階に開設 
 

宇治ＮＥＸＴ 
 

 宇治ＮＥＸＴ(宇治市・宇治商工会議所)は、宇治市産業会館 1階に、産業交

流スペース『うじらぼ』を 11月 19 日(木)午前 9時より開設します。 

 『うじらぼ』は、市内企業の製品展示を行っていた産業情報コーナーを一新、

コワーキングスペース、イベントスペース、情報発信スペースの 3つの空間で

構成されます。宇治市産業戦略のコンセプト「広がる、生まれる、進化する“産

業交流都市・ＵＪＩ”」の実現に向け、様々な人の交流を通して、新たなアイデ

ア・事業・商品・働き方等の新しい価値を生みだす空間を目指します。テレワ

ークやミーティング、研修、イベントなどお気軽にご利用ください。 
 

◇コワーキングスペース 

起業家、起業に関心のある学生、異なる職業や仕事を持った方がビジネスワ

ークやビジネスミーティングを行う場所です。宇治ＮＥＸＴに利用登録(無

料)することで、市内・市外の方問わず、利用できます。 
 

◇イベントスペース 

起業家の発掘や事業者と起業家との交流を図るイベント、自社製品の販路開

拓など宇治ＮＥＸＴの使用許可(有料)を受けた方が利用できます。 
 

◇情報発信スペース 

市内企業の製品や商品をＰＲする展示コーナー(有料)や、利用者が自由に自

己紹介カードなどを貼りだせる掲示板、起業家を紹介するコーナー等を設け

る予定です。 

  

 

 

 

 

 
 

『うじらぼ』イメージ図 

 

「宇治で挑戦し続ける人た

ちの研究所（ラボ）」をイメ

ージして『うじらぼ』と命

名しました。 

 

利用時間   9:00～22:00 

(12月29日～1月3日は休業) 

問合わせ 宇治商工会議所

(℡23-3101) 

 

――― 澤本匡人 

令和３年度の固定資産税等軽減措置 
 

新型コロナ対策 
 

新型コロナウイルス感染症の影響で売上が 30％以上減少している中小企

業・小規模事業者に対し、令和 3年度課税の 1年分に限り、事業用家屋および

償却資産に係る固定資産税、都市計画税が軽減されます。軽減措置を受けるに

は商工会議所、金融機関、税理士等の認定経営革新等支援機関の確認が必要で、

確認を受けた申告書を宇治市役所資産税課に提出する必要があります。 
 

対象事業者 中小企業者・小規模事業者 

対象資産 事業用家屋(住宅用は対象外)及び償却資産 

対象市税 令和3年度分固定資産税・都市計画税 

措置要件 新型コロナウイルス感染症の影響により令和2年2月～10月の任意 

の連続する3か月間の売上が前年同期間と比較して30％以上減少し 

ていること 

軽減割合 ・売上減少が 50％以上 全額軽減 

     ・売上減少が 30％以上 50％未満 1/2 に軽減 

申請手続 事前に認定経営革新等支援機関へ申告内容の確認を依頼すること。 

確認依頼の際には、以下の書類をご持参ください。 

①売上減少を証明する書類(前年度と今年度の青色申告決算書や会 

計帳簿の写し）、②特例対象家屋の事業用割合を示す書類(前年度の 

家屋等の課税明細書、青色申告決算書）、③収入減に不動産賃料の猶 

予が含まれる場合、猶予の金額や期間等を確認できる書類 

提 出 先 宇治市資産税課(郵送可) 

申請締切 令和 3年 2月 1日(月) 

 この制度は、令和 3 年度の

固定資産税等の軽減措置で

あり、令和 2 年度の固定資

産税に対する延納措置では

ありません。 

詳細は、宇治市役所Webペー

ジ(https://www.city.uji.

kyoto.jp/site/corona/325

32.html)をご覧ください。 
 

軽減措置申告書 
https://www.city.uji.kyo

to.jp/uploaded/attachmen

t/19283.pdf 
軽減措置申告書(別紙) 

https://www.city.uji.kyo

to.jp/uploaded/attachmen

t/19243.pdf 
 

申告書類は、宇治商工会議

所窓口でも配架していま

す。 

――― 西江将就 
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事業者目線に立った切れ目ない施策展開を要望 
 

京都府商工会議所連合会 
 

 京都府商工会議所連合会（会長：塚本能交京都商工会議所会頭）では、10

月 23 日に鈴木一弥京都府商工労働観光部長兼企画理事との懇談会を開催、宇

治商工会議所からは長谷川専務理事が出席しました。京都府内の 8商工会議所

から、長期化が予想されるコロナ禍を乗り越えるため企業ニーズに合わせた切

れ目ない支援を実施されるよう以下の項目を要望しました。 
 

①｢雇用調整助成金｣の期間延長や経済情勢を踏まえた給付金等の企業を下 

支えする支援を機動的に実施するよう国への働きかけ 

②国の制度の補完・充実に留意しながら京都府独自の支援制度の創設 

③各種支援策の期間延長や年度をまたぐ運用など制度設計の工夫 

④情報提供機能強化やコールセンターの充実で、必要な支援が中小・小規 

模事業者の手に迅速に行き渡るよう事業者目線に立った運用 

  

 

 

 

 

 

 

 
京都府商工労働観光部長との懇談会 

労働保険事務組合委託で３つのメリット 
 

労働保険加入強化月間 
 

労働保険は、労災保険と雇用保険を総称した呼び方で、労働者を１人でも雇

っている事業所は労働保険に加入しなければなりません。 

 宇治商工会議所では、労働保険事務組合を設置して、労働保険の加入手続き

や、保険料の申告・納付に関する手続きなどの煩雑な事務を代行しています。

まだ労働保険に加入されていない事業所の方は、お気軽にご相談ください。ま

た、既に加入されている事業所の方も、労働保険事務組合への事務委託により、

次のようなメリットがありますので、ぜひご活用ください。 
 

１．事務処理コストの削減 

労働保険料等の申告・納付や雇用保険取得・喪失(離職票発行)手続きなど煩

わしい事務を事業主に代わって行うので事務の手間が省けます。 

２．保険料の分割納付が可能 

労働保険料の額にかかわらず、年 3回に分けて納付できます。 

３．中小事業主等労災保険特別加入制度 

本来、労災保険に加入できない事業主や家族従業員なども労災保険に特別加

入することができます。 

  

労災保険とは… 

業務上または通勤による負

傷や病気、死亡した場合に

被災労働者や遺族を保護す

るために必要な給付が行わ

れます。  

 

雇用保険とは… 

労働者が失業した場合に、

労働者の生活の安定を図る

とともに、再就職を促進す

るため必要な給付が行われ

ます。  

 

――― 須田知美 

灯りイベント｢京都・宇治灯りのみち｣を開催 
 

京都・宇治灯り絵巻 2020 
 

 秋の紅葉時期に新たな生活様式に沿った旅行スタイルを提案するイベント

として、宇治の街並みにあった情緒豊かな陰影のある“灯りのみち”を演出す

る「京都・宇治灯りのみち」を下記のとおり開催します。 
  

開催時期 令和 2年１１月２１日(土)～１２月６日(日) 

点灯時間 17:00～21:30 

開催場所 京都府立宇治公園周辺および中宇治地域一帯 

     ・灯りのみちエリア(京都府立宇治公園中の島、宇治橋通り、平等院 

通り、市道 233 号線、宇治志津川線、朝霧橋、喜撰橋、観流橋) 

     ・ライトアップ(十三重石塔及び周辺、宇治十帖モニュメント、紫式 

部像、橘橋、朝霧緑地)  

主  催 京都・宇治灯り絵巻推進協議会(京都府、宇治市、京都府観光連盟、 

宇治商工会議所、京都山城振興社、宇治市観光協会)  

  

 

 

 

来年 3月には「京都・宇治

灯り絵巻 2021」が中宇治地

区一帯で開催予定です。 

 

――― 中村真由美 
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コロナ禍の仕事と生活にイキイキをもたらす６つのヒント 
～脳の使い方は変えられる～ 

 
コラム  

 

第 5回「コロナ禍だからこそ基本を見直す」 
 

新型コロナで今まで経験したことがない状況が生まれました。このような状

況下であっても、皆さんよくご存知の睡眠、栄養、運動の３つの要素がなぜ大

切なのかみていきましょう。大切だとは思っているけれど、なかなかしっかり

向き合うことがない睡眠、栄養、運動に改めて注目してみましょう。睡眠、栄

養、運動が脳にどのようにはたらくのか、脳のはたらきを構造化する神経心理

ピラミッドをみてみましょう。 

 

 
 
 

＊ポジティブな記録をしよう 
 

 神経心理ピラミッド(図)をご存知ですか。脳のはたらきの構造をピラミッド

で示したものです。 

基礎レベル、高次レベル、自己の気づき、に分かれています。基礎レベルは、

脳を働かせるために必要な段階を示しています。最初の段階は、覚醒、警戒態

勢、心的エネルギーで、それらをはたらかせるためには、睡眠、栄養が必要な

のです。 

 

十分な睡眠をとって覚醒が

あがると、さまざまな事への警

戒態勢が整い、エネルギーが上

がってくる段階です。私達は動

物でもあるので、動物としての

本能である警戒態勢が備わっ

ています。次の段階の抑制、発

動性は運動によってはたらき

ます。 
 

 前頭葉は物事の開始（発動）と抑制をコントロールしています。注意力と集

中力の段階以前に、前頭葉のはたらきをスムースにするための準備でもありま

す。十分な睡眠、必要な栄養、適度な運動は、その上の段階である、注意力と

集中力⇒処理速度⇒記憶⇒高次遂行機能⇒自己の気づきへと順番に、より高度

にはたらかせる原動力なのです。 

 家事や仕事など、忙しい日々の中で置き去りにされがちな睡眠、栄養、運動

について見直してみませんか。1 日の睡眠状態、食事の栄養状態、運動をどの

くらい取り入れているか、を記録しましょう。記録は複雑だと続きません。簡

便で分かりやすい記録をお勧めします。“睡眠は十分とれている”“タンパク

質が取れている”“歩くようになっている”など、ポジティブな記録を心がけ

ましょう。ポジティブな記録は気持ちを明るくさせ、意欲的にします。コロナ

禍の今、基本的な睡眠、栄養、運動をチェックしてみませんか。変化の少ない

生活環境でも小さな変化を起こすチャンスです！ 

  

 

 

 

 

 

全 6 回で、京都文教大学臨

床心理学部教授の中島恵子

教授にコラムを寄稿してい

ただいています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
京都文教大学臨床心理学部教授 

産業メンタルヘルス研究所所長 

中島 恵子 氏 

 

  

対処法：睡眠・栄養・運動を大事にしよう！ 
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日商簿記検定２級３級 ネット試験方式を追加 
 

検 定 
 

日本商工会議所は、日商簿記 2級・3級検定試験について、2021 年度より

従来のペーパー方式の統一試験に加えて、ネット試験方式でも実施すること

を決定しました。これは、IT 化・デジタル化を基盤とする新たな仕組みを取

り入れ、各種感染症拡大や大規模自然災害等が発生しても、継続的・安定的

に試験を実施するためです。日商簿記 1 級検定試験は、従来通り、統一試験

方式でのみ実施します。 
施行開始 

2020 年 12 月中を目途に施行開始予定(申込受付開始は 11 月下旬頃） 
試験会場 

商工会議所が認定した全国 100 カ所(予定)の「テストセンター」が定める

日時で随時実施(自宅での受験は不可) 
受験申込方法 

「テストセンター」の全国統一申込サイトから、受験希望日時、受験希望

会場、受験者情報等を入力し、クレジットカード、コンビニ払いにより受

験料および申込手数料を決済 
試験方式 

①申込みをした試験日時、会場で受験 

②受験者ごとに異なる試験問題がインターネットを介して受験者のパソコ

ンに配信され、受験者はパソコン上で解答を入力(試験会場が計算用紙１

枚を配布。試験終了後回収) 

③試験終了後、試験システムにより自動採点し、合否を判定 

④合格者にはデジタル合格証を即日交付 
試験時間 

2 級：90 分、3級：60 分(※現行統一試験方式 120分) 
出題範囲 

現行出題区分表を適用。出題形式は若干の変更を予定。 
受験料(税込) 

2 級：4,720 円、3級：2,850 円(統一試験方式と同額) 

  

 

 

詳細が決まり次第、宇治商工

会議所の Web ページ(https:/

/www.ujicci.or.jp/)に掲載

します。 

 

 

 

 

 

 

 

※2020 年度の統一試験 11 月

15 日(日)、2 月 28 日(日)は、

現行通り 2級 120 分、3級 120

分で実施。2021 年度からの統

一試験方式は、ネット試験方

式と同じ試験時間、出題範

囲・出題形式で実施されます。 

 

――― 福冨頌子 

 

 

宇治商工会議所の委員会・団体活動  
10 月開催 

 

女性会 正副会長会議(小永井宏子会長) 

 10 月 1 日開催：新型コロナウイルス感染拡大防止を目的として 9月まで事

業活動を自粛していたため、今後の事業計画について協議しました。事業

再開後初の「健康管理セミナー」を 11月 27 日に開催します。 

宇治川改修対策特別委員会(金丸公一委員長、松井常和副委員長) 

 10 月 12 日開催：本年 6 月に完了した導流提付近の本川河床掘削前後の塔

川の流速の結果報告、宇治橋上流堆積土砂撤去方針や橘島天端保護工など

の今後の工事内容について協議しました。 

青年部 臨時総会(若林哲会長) 

 10 月 22 日開催：令和 3 年度会長には、今年度に引続き、若林哲氏(㈲わか

はやし美容室)、監査に岡本直樹氏(大春商事㈱)と、北川正人氏(ワーゲンショッ

プキタガワ)が満場一致で承認されました。 

写真同好会「かわせみの会」撮影会(太田利三会長） 

 10 月 28～29 日開催：美しく木々が色づいた新穂高周辺をはじめ、朝もや

の立ち込める上高地と合掌造りの白川郷において撮影会を行いました。 

  

 

 

 

 

 
 

女性会 正副会長会議 

 

 

 

 

 

 

 
青年部 臨時総会 


